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経済論叢(京 都大学)第i61巻 第4号,/998年4月

R.モ ー ル の社 会.統計論

一 初期 ド.イッ社会統計における社会 ・統計概念一.

長 屋 政 勝

は じ め に

国 家 の 枠 内 で 営 まれ る様 々 な 国民 生活 に対 す る扶 養 を行 政(Polizei)と み な

し,そ の 目的,意 義,形 態 の理 論 的実 証 的研 究 に従 う中 か ら,国 家 ・国家 諸 制

度 や 個 人(家 族)で は くみ 尽せ な い 人 間共 同体 の 存在 に突 き当 た り,そ れ を社

会(Gesellsehaft>と して 析 吊 し,利 益 ゲ ノ ッセ ンシ.ヤフ トの 複 合 と して 概 念

化 した のが ロベ ル ト ・モ ー ル で あ っ た。 さ ら に,そ の 理 論 はゲ ノ ッセ ン シ ャ フ

トの態 様,.そ の構 成 と関 連 を で きる だ け経 験 に そ く して枚 挙 ・分 類,記 述 ・説

明 し,こ の こ とに よ って 社 会 に 対 す る経 験 科 学 的分 析,ま た 統 計 の 作 成 ・利 用

を通 じた社 会 の規 模 と内 部 構 成 の 具体 的 数量 的把 握,づ ま り実 証 的 社 会研 究 へ

の途 を切 り開 く もめ とな った 。

同 時 に,国 家 科 学 のエ・シサ イ ク ロペ デ イ ス トと して の モ ー ル は,自 身 の 従 事

して きた 国家 科 学 に併 行 させ た 形 で,新 た な研 究対 象 に 浮上 して き た社 会 そ の

「もの に関 す る知 識 の体 系 化 を試 み る。 モ ー ル に よ る社 会科 学 の構 成 で あ り,こ

の 中 に社 会統 計 学 に対 す る独 自 の位 置 づ けが 示 さ れ る.。本稿 は社 会 の発 見 に続

き,社 会 認識 の体 系 化,そ こで の社 会 統 計 学 の 領 分,そ の 意義 と役 割 に 関す る

モ ー ル の所 論 を 吟 味 す る。 こ の こ とに よ り,ユ850-70年 代 にか けて ドイ ツ社 会

統 計 学 のか か えて い た課 題,な らび にそ の 後 の 理 論 的 発 展 を促 した 要 因 が何 で

あ っ たか が 明 らか にな ろ う。
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1国 家科学から社会科学へ

1,早 く も1845年 に,モ ー ルは社 会 に 関す る独 自の 学 問 の必 要 性を次 の よ うに

表 明 して い る。 全 体 と して の 人 間 関係 を単 に国 家 の 中 で の み捉 え,国 家 の外 に

何 らの 集 合 制 度(Collectiv-Einrichtungen)や 関係 を認 め な い 考.え方 に は承 服

で き ない 、:,そうで ばな く,そ の形 態 や 目 的 に おい て国 家 とは何 ら一致 し.ない 社

会 的生 活 が.存在 し,従 って それ は全 く別 個 の もの と して 科学 的説 明 を受 け うる

こ とが認 め られ ね ば な ら な い。 こ う して,「 社.会と 国家 のか か る 分 離 そ の もの

か ら,社 会 の 学 問::(lieT舳lenDisciphm・n)は 決 して 国 家 の学 問 で は な く,

後 者 が な お充 分 な見 込 み を もっ てい る に して も,そ こに属 す る もので はな い,

とい う結 論 が 出 て くる 。社 会 の この科 学 的把 握 は 当 然 の こ となが ら,自 分 を と

りま く状 況 に責 任 あ るす べ て の教 養 人 に と って,従 って政 治 家 す べ て に と って

も重 大 な研 究 対象 とな る」㌔

この 考 えは 自 らそ の 渦 中 にあ った 社 会 的動 乱 をへ る こ とで い よい よ揺 ぎな い

もの にな って ゆ く。社 会 は 国家 や 家 族 とは 別 の 人 間共 存 関係=状 態 で あ り,そ

の 存 在 を 無 視 した り,放 置 す る こ と は許 され な い。 とい うの は,そ れ は い つ 国

家 や 国 民 に と って危 険 な存 在 に転 化 す るや も知 れ な いか らで あ る。 ラ ラ ン ク ラ

ル ト国 民議 会 とバ ー ゲ ンの 地 で 三 月 革 命 の 激動 を体 験 した モ ー ルの 眼 に は 社 会

を直視 し,そ れ を理 論 的 分 析 対 象 に据 え,社 会不 安 を醸 成 す る原 因 を 探索 す る

こ とが 何 よ り も切 迫 した 課 題 に 映 る。 モ ー ル はい う,.、1人間 の共 同生 活 に お い

て,.広 くゆ きわ た り影 響 力 に富 ん だ持 続 的状 態 が 現 に成 立 し,そ れ が 個.人の 生

活 圏 の み な らず,他 方 で 国 家 に も属 さ な い とす れ ば,そ の 本 質 が 把 握 さ れ ね ば

な らな い し,ま た され うる し,そ の 成立 と展 開 を規 定 す る諸 法 則 が 追 求 さ れね

ば な らな く,そ れ が 現存 す る こ とに よ って 関与 者 や 外 部 の 生 活 圏 に 対 して与 え

る帰 結 が ひ き出 され ね ば な らな い」=',,この把 握 に は独]の 観 点 と特 有 の 歴 史 的

】.:;R.M口m、1.itむ 「'1rhis加h$che.UcbersichrUbl=・rdi〔 ・En[⊃y〔k〕p証dieerldし.rS=aatswi荘cn3chaften,

且 佑 面 ガ1.卿.4∫ も.9胤 τ〃翠瞬85'`礁 ∫乙ジ'55θ肌 ∫μ丘 酎.2.1845,S、429.
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知 識 が 必 要 で あ る、,これ まで の よ うに個 人,ま た 国 家 につ い て の科 学 で 採 られ

℃ きた よ うなや り方,つ ま り個 人や 国家 と混 同 させ て社 会 を論 ず る こ とか らは

何 ら有 効 な成 果 を期 待 す る こ とは で きな い。 社 会 につ い て の独 自の学 問 を新 た

に構 成 す る こ とか ら,...一芳 で既 存 の学 問 に あ っ た不 明 瞭 さ を と り除 き,そ の本

来 の研 究 対 象.を整 理 し直 し,他 方 で社 会 の本 質究 明 を果 た し,そ の 中 に 隠 され

て い る危 機 の種 をみ い 出 し摘 出 す る途が 開か れ て こよ う。

で は,こ の 社 会 につ い て の 科 学 的把 握=社 会 科・学(Gesellsehafts-Wissen-

schaft)は どの よ うに編 成 さ れ る もの か 。 これ を考 え る に 当 た って は,研 究素

材 を10来 の 国家 科 学 の諸 分 科 私 法 や 国法,国 際法,ま た政 策 学一 か ら ど

の よ うな 形 で ひ き継 ぐか,国 民 経 済 学 との 関係 は ど うあ るべ きか,歴 史 と統計

は 杜.会と どの よ うなか か わ りを もっ か,ま た社 会 との 関係 で ど の よ うな新 た な

要 素 が つ け加 え ら れ るべ きか,こ う した 一連 の 問題 が つ い て 回 る。 モ ー ル は こ

れ ら問 題 へ の 解決 を も用 意 しつ つ,国 家 科 学 匠 ま とわ りつ い て い た境 界 の不 明

瞭 さ を 除 去 し扱 う素材 の整 理 統 合 を意 図 しな が ら,新 た な社 会 科 学 の構 成 に と

りか か る。

問 題 は,社 会 科 学 は どの よ うな内 的秩 序 を有 し,国 家科 学 といか な る 関係 を

もつ もの か,と い う こ.とに な る。 これ を考 え る に際 し,次 の 二つ の前 提 が 必 要

'に な る
、,ひとつ に,人 間 共 同生 活 を考 察 す る う えで採 られ るべ き一 般 的 な観 点,

つ ま り法,倫 理,合 目的性 の角 度か ら存 在 を捉 え る とい う観 点 が社 会科 学 の構

成 に も必 要.であ る。 そ の場 合,行 動 指 針 の提 示 と歴 史 的事 実 の 枚挙 とは峻 別 し

な くて は な ら ない 。 次 に,体 系 表 示.にお いて は,よ り根 本 的研 究 へ の概 論 を ひ

とまず 提 示 す る とい う]的 が優 先 す る た め,個 々 の知 識 領 分 す べ て を有 機 的 関

連 の 中で くみ 挙 げ るや り方 で は な く,そ れ ら を論 理 的 秩 序 の 中 で 整 理 し関連 づ

け るや り方=外 的 秩 序 づ け が 適 切 とな る。

2〕R.Mohl,Gcscllschafts-Wi』senschaf竃undSt掬ats-W嘘senschaft.Zθ 惚 ゐゆ 卿rご'昆g實 謀脚2η 漉

∫1齪 鶴厩 蹴 恥`加 β,Bd、7,1851.S、52.〔 以 下,引 用 に 際 し て は.Gesellschaft3-Wiss㎝schaft,と

略 記 す る 〕
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法 ・倫 理 ・合 目 的性 とい う三 つ の 角 度,ま た外 的秩 序 づ け の方 法 の もと に成

立 す る モ ー ル の社 会 科 学 の構 成 は 以 下 の よ うに な る3'。

1.一 般 的 社 会 理 論 社 会 と.いう概 念,そ の 一般 法 則,そ の構 成 部 分,そ の 目的,最

後 に そ の他 の人 間生 活 圏 との 関係 の根 拠 づ け

且.理 論 的 社 会 科 学(Dogmati団heGesdls面aft雪w}ssenschaft>.

1)社 会 法 学 〔:Gcscllschaf隠一Rechtswissenschaft)

a)哲 学 的 社 会 法

b)実 定 的 社 会 法(恐 ら くは,一 般 的実 定 法 と して か,あ る い は 個 々の 特 定 国

家 の 境 界 内 で の 社 会 法 と して か,こ の二 様 のや り方 で 研 究 さ

れ る)

社 会 法 の 双 方 の側 面 は3つ の方 向か ら構 成 され る。社 会 の 内 的 な法 関係,従 い,

個 々 の 社 会 圏 相 互 の,ま た社 会 圏 とそ の構 成 員 との 法 関係;.社 会 とそれ にか か

わ ら ない 個 々 人 との法 関係;最 後 に,社 会 と国 家 との 法 関係

2)社 会 道 徳 論(Gesellschafts-Sitさelllehre)

3)社 会 的合 目的 論(Gese皿schafts-Zweck11童ss嬉k已tslehre、 社 会政 策sQzia】ePolitik).

組 織,あ るい は 自 由 な 団 体;内 部 で の,部 外 の 個 々 人 に 対.し

て の,ま た 国 家 との 関 係 に お け る,個 別 社 会 圏 の 目的 達 成 手

段 に 関す る理 論

皿.歴 史的 社 会 科 学

D.社 会 とそ の 独 自の 商 の歴 史

2)社 会 統 計 学

新 た な 社 会 科 学 が 上 の よ う な 体 系 を 採 る こ とで,旧 来 の 国 家 科 学 体 系 の 変 化 が

予 想 さ れ る 。 し か し,素 材 に 若 干 の 出.入 り は あ る が,本 質 的 な 点 で の 変 化 は な

い 。.つ ま り,国 家 の 科 学 的 加 」.「:も一 般 理 論,理 論 的 国 家 科 学,歴 史 的 国 家 科 学

の 三 部 門 に ま た が り,編 成 の 面 で は 社 会 科 学 と 全 く 同 じ も の と な る の。 た だ,

3)R.MQhl,GesdlSchaftS-Wi5senschafちS.56-7.ま た,R.MA且,PfεG臨A舳'8柵4L傭rαfμr

ぬr5`〔z`臨画 ∬ε〃∫,haft'.,Bd.1,ETIangen、1855,S..103-4.〔 以 卜.,引用 に際 しては,G8麗 解読に

Hd.1,と 略記す る〕

4)社 会科学に先行する国家科 学は以下 の構成 となる.

1.一 般国家論

皿.理 論的国家科学D公 法A.国 法B.国 際法/
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扱 う素材 が 国家,社 会 とい う異 質 な もの に分 れ るだ けで あ る。 とは い え,国 家

科 学 か ら社 会科 学 へ の研 究 素 材 の 譲 渡 が 生 じ,こ れ に伴 い 国家 科 学 の 内 部 で い

くつ か の 変 化 が み られ,そ れ を も含 め 上 記社 会科 学 の構 成 に 関 し,以 下 の よ う

な注 釈 が 加 え られ る こ とに な る%

一 般 的社 会 理 論 の 必 要性 。 国家 科 学 同様,社 会 科 学 にあ って も,社 会現 象 の

本 質,目 的,(他 現 象 との)境 界 に つ い て の 一 般 理 論 を提 示 し.続 く個 別 科 学

の 基礎 と して先 行 させ ね ば な らな い。 それ は,基 礎 概 念 を 括 して独 立 に論 ず

る こ とが まず 論 理 的 に正 当 で あ り,こ れ に よ り一 面 的理 解 や 曲解 をH',初 心

者 の理 解 を容 易 に し,批 判 に対 す る正 当性 擁 護 の支 えが 得 られ るか らで あ る。

社 会 法 学 につ い て 。 こ こで は,諸 身 分,教 会,営 業 団 体,共 同 体,人 種 と

'い った さ ま ざ ま な個 別 主 体 別 にそ れ ぞ れ の 法 関係 を ま とめ て説 明 ・叙 述 す る こ

とが で きる 。個 別 生 活 圏 を独 立 の 法 主 体 と して扱 い,独 白の法 関係 を論 ず る こ

とで,そ れ らを私 法 ・公 法 い ず れ か に属 させ る とい う従 来 のや り方 の 無理 を回

避 で き る。 社 会 法 とい う独 立 部 門 を設 定 す る こ とで,こ れ ま で公 法 が 論 じて き

た 身 分 法,営 業 団 体 法,ま た教 会 法 は,国 家 関 与 が 不.町避 な 場合 を 除 い て,そ

の ほ とん どが そ こに 吸 収 さ れ よ う。 こ の こ とに よ り,本 来 が 国 家 立法 に属 さ な

か った ものが 然 るべ き場 所 に お ち つ く。例 え ば,実 定 的 教 会 法 にお い て,内 的

教 会 法 と最 狭 義 の国 家 教 会 法 が 区 別 さ れ,前 者 は社 会 法 で,後 者 のみ が 公 法 の一.

一部 を なす とい う形 で 整 理 が 進 む こ とに な る 。 ま た,社 会 法 の新 設 に よ り,社

会 と国 家 の 関係 全 体,国 家 立 法 権,等 々 に つ い て の根 本 的 問 い 直 しが 可 能 とな

り,こ れ まで不 明 瞭 の ま ま残 され て きた 国 家 の 権 利 と義 務 につ い て の 多 くの問

題 も解 決 され よ う。

＼

)
.
5

2)国 家道徳 論

3)経 国論(物 的基礎;政 治的心理学;内 的経 国論一 国制政策 と行政

政策,後 者 は制度論,司 法政策,行 政学!.財 政学一;外 交政 策)

肛.歴 史的国家科学1)国 家史

2)統 計学

構成原理 は社会科学のそれ と同 じである、、R.Mohl,(郷 面`ゐ融Bd.i's.126.

R.MQhl,Gesellschafts-Wissen器c卜ah.S.58-65.
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社 会 道 徳 論 につ い て 。 これ を社 会科 学 の 一構 成 要 素 に と り挙 げ る こ とに は批

判 もあ ろ う。 しか し,社 会 に とっ て善 な る もの につ い て の 理 論 的 説 明 はや は り

必 要 で あ り,哲 学 的 モ ラル や キ リ.スト教 的 モ ラ ル体 系 の 中 で,何 が社 会 に 関係

して くる もの か が 究 明 さ れね ば な ら な い。 また,社 会 の 説 明 は宗 教 の観 点 も加

わ って 初 め.て完 成 さ れ た もの とな る。

社 会 の 政 策 学 の必 要 性 に つ い て 。 どの よ うな 人 間 関 係 も賢 明 さ(Klugheit>

と合 日的性 の角 度か ら捉 え られ,判 断 が ト'され る。 それ は社 会 的 生 活 圏 が そ の

目的達 成 の た め,い か に首 尾 よ く内 的 編 成 を行 い,外 部 に向 っ て行 動 す るか,

そ の 鳶 め に必 要 な物 的 ・精 神 的 手段 を どの よ うに調 達 し利 用 す べ きか を研 究 す

る こ とで あ る。 この 社 会 政 策 学 の 具体 的構 成 は 未達 成 で あ 軌 また 困難 な仕 事

で もあ るが,そ の意 義 は大 で,ヨ ー ロ ッパ文 明 の将 来 もこれ に拠 り懸 か って い

る の は否 定 で き ない 。 また,社 会 政策 の 内容 に 関 して は,国 民 経 済学 との 関係

を ど の よ う に整 理 す るか.とい う難 問が 付 随 してい る。

これ まで,ド イ ツで は 国民 経 済 学 は 国家 科 学 の枠 内 で そ の位 置 を保 って きた 。

考 えて み る と,こ れ は ひ とつ の 矛盾 で あ る。 とい うの は,国 民 経 済 学 が 対 象 と

す る もの は,国 家 の外 に あ る独 自 の社 会 生 活 で あ り,社 会 を 想 定 す る こ と に

よ って,社 会 科 学 の 中で 新 た に 固有 の 対 象 と地位 とを獲 得 で きる こ とに な るか

らで あ る。 従 い,モ ー ル め体 系 に あ って は,国 民 経 済 学 は 国家 科 学 か ら分 離 し,

社 会 政 策 学 へ収 容 さ れ,社 会 的形 成 物 の 最重 要部 分 た る所 有 と労 働 を軸 に した

社 会 的 生 活 圏 を視 野 に お き,(経 済 問題 の)正 しい 処 理 の た め の規 範 を 掴 む べ

く努力 す る こ とに な る。 とこ ろが,位 置 づ け は これ で 済 む と して も,内 容 的 に

は さ らに大 きな 障害 に出 会 う。 これ まで,財 の性 質,そ の 個 々 人 に よる 製造 ・

分 配.・消 費 と して 論 じ られ て きた の が 経 済(Wirthschaft)で あ り,そ れ は あ

くまで 個 人 的関 係 の 問題 に属 し,.社 会 的 形 成 物 との関 連 で は 捉 え られ て は こ な

か った。 従 い,国 民経 済学 を そ の ま ま社 会 政 策 学 に と.り入 れ る こ とに よ って,

個 人 にか か わ る経 済 とい う異 質 な素 材 が 社 会 科 学 にそ の ま ま 混 入 して くる。 こ

れ は ひ とつ の ア ポ リ アで あ る。 そ の解 決 は国 民 経 済 学 の扱 うテ ー マ に応 じて次
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の二 つ の部 分,つ ま り対 自然 と個 々 人 間で の財 の問 題 とゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トの

経 済 的側 面 に分 け,前 者 を 個 人 科 学,後 者 の み を社.会科 学 が と り挙 げ るや り方

に求 め る しか な い。 モ ー ル は この 二 分 割 を不 可 欠 の もの とみ る%従 い,国 民

経 済 学 そ の もの と して をみ れ ぼ,こ れ は一・方 に 自 己完 結 的 な理 論 体 系 と して の

純経 済 理論 が あ り,そ こで は先 の 個 人 科 学 に 属す る 問題 が 論 じられ,他 方 に国

家 生 活 に根 を お い た 国民 経 済 扶 養(VolkswirthscMtspHege,こ こで は 国 民 経

済 政 策 が テ ー マ)と 国 家 経 済 理 論(Staatswirthschaftslehre,経 済 行 政 農

業 や 商業,ま た広 く営 業 全 般 に 関す る行 政一 が テ ー マ)が 対 置 さ れ る こ と に

な る。 この後 者 の 経 済扶 養 と国家 経 済 が ゲ ノ ッ.セン シ ャ フ トに か か わ る経 済 の

問題 と して社 会 政 策 の テ ー マ とな り,モ ー ル社 会 科 学 の 一 構 成 部分 を な ず:ト。

最 後 に,社 会 に関 した 事 実 を 国 家 の そ れ とは 別 に表 示 す る もの と して,(社

会 の)歴 史学 と統 計 学 が.ある。 こ とに統 計 学 に関 して は,こ の 二 分 に よ りこれ

まで の統 計 学 の対 象 と概 念 をめ ぐる論 争 は簡 単 に調 停 され,国 家 の 運 命 を描 写

す る こ とは 国家 科 学 の 中 の統計 学(国 状 論 の こ と)へ,人 類 の 発 展 の 描 写 の 方

は社 会 科 学 と して の統 計 学 へ 任 せ られ る こ とに な る㌔

2.こ の モ ー ルに よ る社 会 科 学 の新 た な編 成 が正 しい とす れ ば,こ れ まで の 国

家 科 学 の枠 内 で 論 じ られ て きた 国家 の規 定,国 法 や 団結 権 の性 格 づ け に も重 大

な変 更が 必 要 に な る%

国家 とは独 立 の 社 会 の 展 開 と確 定 を行 うこ と に よ り,一 般 国家 論 の よ り深 い

6)「 個 人の 経 済 につ い て の理 論 と社 会 的経 済 状 態 につ い て の 理 論 を 分 け,そ れ ぞ れ を 別途 に追 求

す る こ とが 不 可 欠 とな る」 〔R.MAI,Ges旧llschaft5-Wlss飢schaft,S.64.)

7>POlizeiを 広 く解 釈 し,こ の 中 に 経 済 政 策 や 経 済 行 政 を も くみ 挙 げ る観 点 は 旧 い 官 房 学 の 伝 統

に の っ と っ た 行 政 学 観 で あ り,モ ー ル は そ の最 後 の 代 表 者 と もさ れ る。W.Lexis,Systemati一

曲ロu・鳴Ri・h脚 琴・nandM・ ・h・曲 ・d・・V・lk・w五・t・・h・ft・L・h・馬 脚E㈱ ピ・々傭84・ ・4齢 ・伽

1/o砺 てuゴ廓`ゐ ψ ∫1所r8f刑 η劔 競 εゐ.ηだη諏 んr加 ηぬ 鳳 丁6ill.1,Leipzig・1908,S・6・

鋤 「歴 史 と状 態 描 写 は国 家 の 部 分 と社 会 の 部 分へ=分 さ れ な くて はな ら ない,と い う こ とは論 を

待 た な い 。 こ う した 分 割 に よ って 双 方 は展 望 と統 一 を初 め て獲 得 で き る」 〔R.MohtG6∫ ぬ`配8,

Bd、 工,3.106.)。 事 柄 を こ う単 純 に考 え る の が モ ー ルで あ るが,社 会 の状 態 描 写 には 統 計 が 不11f

欠 の 認識 材 料 で あ り,国 家 描 写 とは 異 な った 手続 様 式が 必 要 と され る。 この 観 点 を 得 る こ とが で

きな か った 。

9)R.Mohl,Gesellsch誼s-Wissenschaft,S、65-69.
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究 明 が 可 能 に な ろ う。 それ は まず,国 家 概 念 そ の もの に お い て,社 会 とい う巨

大 な社 会 的形 成 物 の総 体 を認 め,そ の 上 に 国 家 を 関連 づ け る こ と に よ り,国 家

を原 子 的 個 人 の総 計(Aggregate)と み る誤 っ た考 え方 一原 子 論 的 非 有機 的 見

解 が放 棄 さ れ る。 また,社 会 の もつ 多様 性 と雑 多性 との対 比 で,国 家 の も とで

の 国民 生 活 の統 一 性 とい う特 徴 が よ り鮮 明 に な る。 次 に,国 家 目的 の 拡 張 が あ

る。 国家 は対 個 人 の み な らず,社 会 に対 して も拡 が っ て ゆ く規 制 と補 助 と を も

た な くて は な らない 。 国 民 多 数 の も とで支 配 的 な生 活 目的 は ど こ に向 って い る

か を確 か め る ことは 難 問 で は あ る が,こ れ も最 も重 要 な利 益 と結 びつ い た 自由

意 思 に よ る結 晶 化=種 々 の 社 会 圏 の形 成 を視 野 に お くこ とで 明 白 にな って くる 。

加 うる に,国 家 生 成 につ い て,社 会 の存 在 を承 認 す る こ とで,一 方 で 敵対 す る

個 人 の ま とま りの な い 集 積 とす る見 地 を排 し,他 方 で い くつ か の 場合 に は 自由

な合 意 に よ る国 家 の根 拠 づ け を可 能 に し,自 由意 思 が 歴 史 的 に は 虚偽 で あ り人

類 学 的 にみ て も不 可 能 とす る批 判 に対 して,そ の 正 当性 を擁 護 す る こ とに役 立

つ もの とな ろ う。

この よ うな 国 家 そ の もの に対 す る見 方 の 変 化 はい くつ か の個 別 問題 に おい て

もこれ まで に は なか った,ま た そ れ まで とは異 な った 考 え方 を誘 引 す る吻。 例

え ば,国 家 法 に あ っ て,全 体 権 力=国 家 の さま ざ ま な個 別 社 会圏 に対 す る態 度,

ま た社 会 圏 の 関係,秩 序,正 義 を保 つ べ く国家 の権 利 と義 務 は ど の よ うに行使

さ れ ね ば な らな い か が 問 題 とな る。 また 団 結 権(Vereinsrecht,結 社 の 自由)

の 問題 に して も,こ の権 利 を社 会 との かか わ りで 捉 え,国 民 生 活 の 中 で の意 義

と位 置 を確 定 す る こ とで,節 度 と社 会 的承 認 を得 る こ とが で き,逆 に そ の ゆ き

過 ぎ を排 す こ とが.口∫能 にな る。 さ らに,営 業 状 態 や 営 業 生 活 の 規 制 につ い て も,

営 業 体 を社.会的 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トの一 要 素 と認 め る こ とに よ り,こ れ まで の

消 極 的 国家 干 渉 とは 異 な った 国家 対 営 業 の 関 係 が確 立 して ゆ くで あ ろ う。

政 策 的学 問 に お い て も,行 政 学(Polizeiwissenschaft)の 変 更 が 必 要 に な る。

社 会 圏 を独 立 の 存在 と して認 め る こ と に よ り,個 人利 益 の援 助 とは範 囲 も程 度

1①R、Mohl,Gee眩3chafts-Wissellschaft,S.臼9-71.
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も異 な った 社 会援 助 の保 証 が 行 政 の新 た に と り組 まね ば な らな い課 題 と して 浮

上 して くる。

以L,モ ー ルの い う社 会科 学 とは,社 会=利 益 ゲ ノ ッセ ン シ ャ フ トと して 形

成 され た社 会 的 生 活 圏 の総 体 の成 立,本 質,構 成 と関連 を 一般 理 論,理 論 分 析

(法,倫 理,政 策),歴 史と現状記述の三側面から捉える,国 家料学 と併行する

独立の政治的学問であった。その構成は国家科学と本質的な違いをもたず,い

ずれもそれぞれの有機体を上の三側.面か ら究明する人間共同社会に関する知識

体系 とされた。 しか し,社 会科学の編成により,先 行 していた国家科学のいく

つかの部分に扱う素材のかな りの変動があり,.理論構成の修正が求められた。

それは特に,国 家論 公法,行 政学に顕著であった。国家は多様な社会圏の.ヒ

に成立するひとつの有機体であ り,個 人同様 社会の動向をも視野に入れた意

思形成 ・統一を計らねばならない。これまで公法部門で誤って論 じてきた多 く

の独立社会圏(例 えば,営 業体,身 分や教会)に 関する秩序づけの問題は,新

たに成立した社会法に固有の対象となる。また,国 民経済学が国家科学から分

離し,そ の中の経済政策と経済行政は狭義の国家行政とは別のものであり.社

会圏にまつわる経済問題 として社会政策の一環をなすものとされた。

ところで,歴 史的科学の国家史と国家統計学はどのような変容を伴って社会

科・学での社会史と社会統計学 と併立するのか,逆 に社会統計学は国家統計学 と

どのような内容的相違をも.6た統計学なのか,こ れらについての説明は欠落 し

ている。対象を国家と社会へ二分することの強調はあるものの,統 計学におけ

.る国家記述と社会現状描写に隠された理論内容の基本的変質の必要には.全く触

れないままに終っている。後 に,こ れがモール社会統計論を制約するものと

なってゆ く自

II状 態科学としでの統計学

1.モ ー ル の提 示 した 社 会 科 学 の構 成 に お い て,統 計 学 は歴 史 記 述 と と もに歴

史 的科 学 に位 置 づ け られ て い た 。 人 間 共 同社 会 に 関す る知 識 は,一 般 論 ・理論
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分 析 ・歴 史 に 三分 され る とい う原則 に の っ と り,国 家 同様,社 会 につ い て も社

会 とそ の 圏 の歴 史,お よび 社 会 統計 学 が 成立 す る とされ て い た 。 で は,こ の社

会統 計 学 とは どの よ うな内 容 を も った知 識 領 分 な のか 。

こ.の問 い に対 して,モ ー ル 自身 に よ る積 極 的検 討 は ない 。 社 会 科 学 の 最 後 の

構 成 部 分 と して社 会 統 計 学 を 位 置 づ け た ま ま に終 り,.新 た に社 会 統 計 学 の 内容

提 示 を行 うまで は進 み えな か った 。 こ こか ら,そ の社 会 統 計 学 は名 称 と して は

独 立 しえ て も,実 質 的 自立 をま だ 果 た しえ な く,議 論 は国 家 科 学 の 枠 内 で進 め

られ,国 状 論 的残 滓 を多 分 に.含ん だ もの とな る。 しか し,社 会 統 計 学 の 意義 を

認 め た モ ー ル は軌 道 にの りつ つ あ った社 会経 済統 計 の作 成 ・利 用 に まつ わ る問

題 を と り挙 げ,現 状 記 述 へ 可 能 な 限 り社 会統 計 的認 識 を くみ 入 れ よ う とす る。

統 計 学 につ いて のモ ー ル の 所 見 は 「社 会科 学 と国家 科 学 」 にお い て 社 会統 計

学 を 自立 させ たあ と,長 年 にわ た る研 究 成果 の総 括 と して 準 備 され た 『国家 科・

学 の歴 史 と文 献1…第3巻(1858年)中 の 「XIX.統 計 学 の概 念 に 関 す る文献 」,

な らび に 『国家 科 学 百 科 全 書』(1859年,第 二 版1872年)に 盛 り込 まれ て い る。

前者 で は,統 計 学 の性 格 を め ぐる これ ま で の諸 潮 流 を7つ(統 計 学 否 定 論 を 入

れ る と8つ)に 分 類 し,そ れ ぞ れ の特 徴 を整 理 要 約 し,そ の 巾で モ.一ル 自身 の

拠 るべ き立脚 点 を模 索 して い る。 後 者 で は 国家 諸 科 学 の最 後 の もの と して の統

計 学 を,そ の性 格 と役 割 の 点 か ら簡 潔 に 要約 して い る。 しか し,全 体 を 通 じて

統計 と統 計 学 の性 格 規 定 に関 す るモ ー ル 自ら の積 極 的 発 言 は ど ち らか とい う と

少 ない 。

『歴 史 と文 献』11>にお い.て,統 計 章 は 国 家 と政 治 家 に よ る統 治 の ため の事 実

(状 態)把 握 に 始 ま り,つ い で そ の 範 囲,内 容,目 的が 不 明 確 なが ら公 務 遂 行

に不 可 欠 な知 識 にか か わ る学 問 とな り,明 確 化 と自覚 化 が 進 み,つ い に は統 計

学 とい う名称 と市 民 権 を得 る にい た った,と され る。 こ う して 今 や,統 計 学 は

11)R.Mohl,Pゴ8G削 んc配 ε 槻4五'紹Rzε 配'一瓢r5泌 雛 ・z醤∫召η∫cゐψ ㎝,Bd.3,XIX.DieSchriften

U悦rdenBegriffderStatistik,Pr】angcn,1858,S.637-74.〔 以 卜.,引 用 に 際 し て は,G88`痂 訪`ε,

Bd、3,と 略 記 す る 〕
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「好 ま しい仕 事 」 の ひ とつ と な り,実 際 的 遂行 で も,概 念 ・方 法 ・一 般 的 基礎

命 題 に 関 して もます ます 充 実 をみ せ る よ うに な った 。 この充 実 は次 の3点 にま

た が って い る。

第1に,目 的 の拡 張 。 当初 の統 治 とい う 目的 か ら,国 家 状 態 と国民福 禍 につ

い て の 判 断 を へ て,今 や 直 接 的利 用 か ら解 放 さ れ,「 人 間 関 係 へ の 正 しい 洞察 」

そ の もの を 目的 とす る,と い う形 で 一 般 化 が 進 ん だ 。

第2に,研 究 対 象 の 明確 化 。 観 察 され る事 実 は 国家 顕 著 事 項 で あ るが,そ の

中 で 歴 史 ・地 誌 ・政 治 と統 計 との 分 離 が 行 わ れ,し か も統 計 は(理 論 で は な

く)事 実,(事 象 で は な く)状 態,(生 成 で はな く)既 成 の もの,お よ び人 間の

目的 に直:接関 与 す る 自然 とそ の諸 力,こ れ ら を扱 う とさ れ,対 象 の腹 定 が 進 ん

だ 。 また状 態研 究 も狭義 の 国家 生 活 の 範 囲 を こ え,数 多 くの非 国家 的生 活 を.含

ん だ 人 類 の 生 活 全体 に拡 ま っ て き てい る.さ ら に,当 初 は表 示 され る だ け の事

実 で あ った が,今 や事 実 を ひ き出す 原 因の 知 得 が 問 題 とさ れ る よ うに な っ た。

そ して 最 後 に,平 均 値 に よ っ て示 され る 自然 的 法則 の探 求 が,統 計 学 とい う科

学 に値 す る唯 一 の もの とさ れ,そ の把 握 にか か わ ら ない他 の 知識 を排 除す る考

えが 多 くの 人 か ら示 さ れ る ま で に い た っ てい る。

第3に,統 計 的 知 識 の種 類 と正 確 さ の拡 張 。 そ れ は まず,特 定 官庁 に よ っ て

ます ます 計 画 的 な調 査,整 理,公 表 が 実 施 され る,つ ま り官 庁 統 計(officielle

St.)の 成 立 の 中 に 現 わ れ て い る。 次 に,こ れ まで の 言 葉 に よ る表 示 と並 び,

様 々 な種 類 の グ ラ フ に よ る説 明 が加 わ り,今 で は数 量 が 最 も正確 な,少 数 の人

の考 えで はた だ そ れ の み が.正確 な報 告 様 式 で あ る とす る見 解 まで提 示 され て い

る。

この 中 に は明 らか なゆ き過 ぎや偏 った考 えが あ り,モ ー ル と して は 賛成 で き

な い 面が 少 なか らず 含 まれ て は い る 。 とま れ,こ の よ う な段 階 に達 した統 計 学

に対 して は次 の よ うな規 定 が 与 え られ よ う恥。

12}R.M【,hl,Gε ∬配ζ配¢Bd.3,S.164.
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統計学 とは,あ る特 定期 間に成立す る人間の状態(Zustande),し か も主 として

特 定国家内に現存 し,国 家生活 と直接 に関係す る状態を可能な限 りの正確 さ と真実

さとを もって表示 する学 問で ある.し か し同時に,事 実,そ の最 も緊密 な原 因,変

化す る現 象の 自然的法 則へ の洞察 を,し か もそれ はまず最初には政府 活動で の利用

を目的 にして,次 には全般的 な教養 のため に保証す るものである。

統 計 の 語 源 とさ れ るstatusを ひ き継 ぎ,国 家 内 に あ って 国 民 生 活 の さ ま ざ ま

な側.面 にか か わ る状 態 を 正 確 に描 写 す る学 問Zustandswissenschaftと 規 定 す

るわ けで あ る。statusか ら派 生 し,国 状 論 と直結 す る も うひ とつ の 言 葉Staat

を避 け,あ くま で 状 態 に結 び つ け よ う とす る 中 に,国 状 論 的 制約 を脱 しよ う と

す る意 図 が 読 み とれ る。 しか し,こ の規 定 その もの はモ ー ル独 自の もので は な

い 。 か つ て テ ユー ビ ンゲ ン大 学 の 同僚 で あ った 」.フ ナ ラ ッテ ィが既 に統 計 学

を状 態 知 識 と して 規 定 した の を そ の ま ま踏 襲 した もの で あ る。 モ ー ル の考 えで

は,細 か な 分 類 に こだ わ る弊 は あ る もの の,フ ァラ ッテ ゴ こそ は統 計 学 に 関す

る過 去 の 歴 史 を完 全 に調 べ 挙 げ,な お統 計 の適 用 ・処 理様 式 に知 悉 し,か つ 統

計 理 論 の発 展 には 国 家 に よ る統 計 作 成 の制 度 的 機 構 の 拡 充 が必 要 で あ る こ とを

看 取 した人 物 で あ っだ`:卜。 そ のい うと こ ろ の統計.と は,人 類 と社 会 を網 羅 的 に

状 態 描 写 す る もので あ り,状 態 とは 「静 止 せ る事 実 」,「現 存(Daseyn)」 で あ

り,モ ー ル流 に い え ば,現 存 す.るさ ま ざ ま な社 会 的 生 活 圏 を と り出 し,そ の 目

的,形 態,内 部 構 成 ・関 連,動 向 を くま な く特 徴 づ けた 知識 集 成 とい うこ とに

な ろ う。 これ が 統 計 的 知識 と.され,現 象 の 時 間 的 生 成 と経 過 につ い て の知 識=

年 代 的 ・歴 史 的 知 識 と併 行 して広 く歴 史 的 科 学 の構 成分子 とな る 。従 い,統 計

13>フ ァラ ッテ ィは 「最 も広 い 意味 で の統 計 学 とい う学 問 は,… …,す べ て の現 象 を そ の状 態 の 側

面 か ら捉 え な くて は な らな い1(J,FallaU,E∫ ・漉 ∫伽 喀 説4f6冊 ∬6応`ゐψ4α 一&⑳ ∫置颯 丁〔1b紅n痔

瓠,1843,S、19.}と し,統 計 的 知 識 を 「現 在,あ る い は現 存 す る状 態 につ い て の 知 識」 〔鼠ロ.σ,

S.29.)と 規 定 し,そ の範 囲 を 国家 基本 制 度か ら地 上 の 現 象,あ るい は 人類(Men罰hheit)全 般

へ と拡 大 す る。 この 現 象 を 「現 存 〔Dascyn)」,す なわ ち 「静 止 せ る現 実 」,「 状 態 」 か ら捉 え る

と こ ろ に統 計 的 な もの,状 態 知識 が 生ず る.こ れ は現 象 を 「生 成(Werden月 か ら捉 え る生 成 記

学 的(chronicognostisch)知 識 と一 体 と な って 歴 史 的知 識 を構 成 す る。 こ の観 点 は モ ー ル にそ の

ま ま 継 承 さ れ る。 こ の フ ァラ ッテ ィの 理 論 につ い て は,足 利 末男 「社 会 統 計 学 史」 三 一 書 房,

1966年,245ペ ー ジ以 ド,で 検 討 され て い る ので 参 照 の こ と.
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学の本務はあくまで現状描写にあり,そ れをこえた行政と研究の場で行われる

法則的関連の探求 とは,そ の洞察を事実資料の面か ら保証す る(gewahren)

とい う間接的な関係をもつに留 り,自 らが直接因果的推論に携わることはない。

統計と.統計学の性格のよ り深い理解のために,以 下の4点 が留意されねばな

らない14,。

第1に,国 家生活がより多くの内容を含み1政 府がより活動的で組織されて

いるほど,国 家統計はより豊かなものになる。国民の文明度とそこから出てく

る国家のあり方に応 じて,譏 るに値する状態の数や重要性に違いが出てくる。

この点で,イ ギリスやフランスの法治国家における統計は過去の国家制度のい

ずれよりも,ま た現在におけるどの非立憲的国家よりもより充実 した内容を有

する。しか もこの国家制度 と国民生活の内容的充実は単・に対象枚挙に際しての

統計表示の編集ばか りではなく,統 計理論それ自体の展開をも左右する。充実

した国家体制と統計表示のもとでのみ,統 計理論の発展が期待で きる。

第2に,統 計学そのものは描写される状態の因果的解明には直接かかわるこ

とが恋い。「本来的には統計学は原因説明,つ まり事柄がなぜか くあ り他のも

ので は な いか につ い て は 関与 せ ず,む しろ これ は歴 史 学,.政 策 学,経 済理 論 と

い っ た 他 の 学 問分 野 の 課 題 とな る」151。た だ,事 実 を完 全 に把 握 す る う えで,

そ の成 立 と形 成 の 表 示(統 計 表示)が 不 可 欠 の 場 合 に限 って,統 計 もま た 因果

的把 握 に 一役 か うこ とが で き る し,こ の こ と も稀 で は ない 。

第3に,事 実 状 態 の表 示 方 法 と統 計 学 の概 念 ・目的 とを混 同 す るの は 誤 りで

あ る。 どの よ うなや り方 で 事 実 を調 べ,そ の正 しさ を保 証 す るか は重 大 な 問題

で あ り,統 計 理 論 は そ の た めの 正 当 な方法 を確 定 しな くて は な ら ない 。 しか し,

どの よ う な様 式で 個 々 の事 実 を調 査 ・立証 したか とい う方 法 のあ り方 に よ って

状 態 認 識 と して の.統計 学 の本 質 が 変 るわ けで は な い 。

第4に,数 量(Zahlen)で 表 示 され る事 実 や状 態 のみ を統 計 学 の対 象 にお き,

14)R.Moh】,`ジ だ∫ごみゴf配ε,Bd.3,5.645-9.

15)R.Mo-d野 σ8緬ff罐,Bd.3.S.646.
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言 葉(Worte)を 通 じて明 らか に され ね ば な らな い もの を排 除 す る こ とは誤 り

で あ る 。 数 量で もっ て最 も簡 潔 に表 示 され る多 くの事 実 が あ る こ と,ま た そ れ

が概 括 や表 化 に適 した も ので あ る こ とは 否 定 で きな い。 数 量 が 事 実 の 正確 か つ

完 全 な 表示 を与 え,簡 潔 か つ 鋭 敏 な特 徴 づ け を.可能 に し,統 計 学 に多 くの もの

を授 け,誤 謬 を と り除い て きた こ と も事 実 で あ る。 だが,こ の こ とは数 量Q中

に の み 真 実 が あ り,数 量 で 表 示 され え な い もの は統 計 的知 識 を構 成 す る こ とが

で きな い,と い う こ とを 意味 す るわ けで は な い。 「数 量.は事 柄 を記 述 す る ひ と

つ の 様 式 で あ り;言 葉 は独 白の 様 式 に あ る 同 じ く正 当 な別 の様 式 で あ る」1%

ま た,数 量 に よ っ て計 算 が 可 能 に な り,こ の計 算 か ら他 のや り方 で は獲得 で き

な い 多 くの真 理 が立 証 され も した 。 しか し,計 算 は基 本 命 題 や 事 実 を証 明す る

た だ ひ とつ の.あり うべ き様 式 とい うわ けで は な い。.あ り うる別 の 認 識 や 表示 様

式 を排 除す る こ とは思 考 法 則 に反 す る こ とで,知 識 の範 囲 を勝 手 に制 限 す る も

の とい え る 。実 際 に,教 皇 や 言 葉 は事 実報 告 と立証 のあ くまで ひ とつ の様 式 で

リ ニ 　 ビ ル ト　 カ ル テ　

あり,他 に線形や画像表示,さ らに図形表示 もあるわけで,要 は対象のもつ特

性に合せ℃現実を写 し出 しうる報告様式を利用 し,そ のために複数の形式が競

合する場合には最 も理解 しやすいものを選べばよいわけである。統計学に課せ

られた,数 量のみを利用するという要件を承認するような学問などは他にあり

えない。それぞれの個別科学において,.そ の対象を明らかにするうえでさまざ

まな表示形式が採られるのがふつうだからである。

以上の4点 にはそれぞれの重みがあるが,中 で も最後の論点は重要である。

ドイツ国家科学の伝統にあって,国 家顕著事項,さ らには国家基本制度の体系

的分類 ・表示をもって統計学とする見解一国状論的見地は19世紀前半にはまだ

少なからざる支持を受けていた』これに反.し,.これまでの国家科学の見地か ら.

は第二群の統計学とみなされてき.た政治算術的方向に今後統計学構成の主柱を

求めるべきとするのが1850年 のク二一スの提言であった'71。しかし,モ 」ルは

16)R.MobLGε5謝`励,Bd、3,S.647.

17)K,Kni爲 きD溜 読αε寵 漉 酪5ε'占5産血 幽幽Wゴ ∬8π勲 ψ,Kassel,1850、 高 野 岩 三 郎 訳 『独 立 の/
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この見 解 を断 固拒 否 す る。 明 晰 な思 索 家 で あ る はず の ク 二一 スが,国 状 記 述 と

政 治算 術 の二 方 向 へ の 分 断 を正 当 かつ 必 然 とす る こ とが まず 理 解 で きな い 。 政

治算 術 的研 究 は数 学 的 な無 誤 謬性 を装 い,重 々 し く振 舞 い な が ら,明 確 な 数量

で表 示 さ れ る事 実 〔しか も,現 在 や個 別 国家 に制 限 され る こ との な い)を み い

出 し,な お杜.会誌 関係.の法則 と原 因 関係 を も解 明 しよ うと して い る。 この こ と

はゆ き過 ぎで,統 計 学 に因 果 関係 の追 求 を課 す る に は無 理 が あ り,あ くま で現

状 の 正確 な記 述 が 任 務 で あ る。 他 方 の 表示 様 式 ≡数 量 描 写 を分 担 す るの が 政 治

算術 的 方 向で あ り,両 者 は一個 同..一の状 態 科 学 の二 つ の 表 現 様 式 とな る。 モ ー

ル の考 えで は,「 同 じ目的 に役 立 つ 二 つ の 手段 か ら異 な った 二 つ の理 論 を構 成

しよ うな ど とい うの は,有 能 な 人物 の,恐 ら くは単 な る一 時 の 誤 った 考 え で し

か なか った」1帥とい う こ とに な る。

モ ー ルの この ク二 一 ス批 判 は さ ら に ケ トレー理 論 に まで 遡 及 され る。 そ の ケ

.トレ ー批 判 の 根 拠 は次 の2点 に あ るゆ。 ひ とつ に,統 計 学 が と り扱 う対 象 は 数

量 表 示 が 可 能 で計 算 に適 した事 実 に は限 定 さ れず,国 家 な らび に社 会 の 現 状 は

数 量 表 現 可 能 な事 実 の み に よ っ て は くみ尽 され な い。 次 に,規 則 性 とそ の 根 拠

をみ い出 す 際 に,諸 原 因が 同 じま ま の場 合 に限 り,規 則 性 が その もの た りう る

の は ど う して か 。 従 い,国 が 異 な り,同 じ国 で あ って も時 代 が 異 なれ ば 別 の 帰

結 や 合 法 則 的 な経 過 が ひ き出 され.のは ど う して か 。 この点 に考 慮 を払 わ なか っ

た。 ケ トレー 理 論 は統 計 学 に まつ わ る混 乱 を解 決 した ので は な く.,逆 に新 た な

混迷 を もた ら した にす ぎな い。 ケ トレー,デ ュ フ ォー,モ ロー ド ・ジ ョネ,さ

らに ク二 一 ス の 見 解 を 「数 量 科 学 と して の統 計 学 」2mを 主 張 す る もの と して一一

括 し,数 量 表 示 可 能 な もの に統 計 学 の記 述 対 象 を限 定 した こ と,ま た 統 計 的 規

則 性 を時 と場 所 を こ えて 普 遍化 した こ と,こ の2点 で も つて批 判 し,そ の 見 解

＼学 問 と しての 統 計 学』 統 計 学古 典 選 集 第2巻,乗 出書 店,1942年 。 こ こ で ク ニ ー スが 国 状 論 批

判 に当 た りと り挙 げ て い る 論 者 が先 述 の フ ァラ ヅテ ィで あ る。

18)RMQh1,Gピ5面`嫡Bd.呂,S.666.

19)R.Moll,G鰹 耽 敏Bd.3,S.663.

20)R、MQh1,G服 配`ゐ鵡Bd.3,S.662-O、
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には 与 み しえ な い とす る わ けで あ る。

モ ー ル は統 計 学 の発 展 を.支え る重 要 な要 素 に資 料 源 の拡 充 を挙 げ て い る。 資

料 の 中で も特 に重 要視 さ れ る の は公 的機 関 に よ る統計,つ ま り政府 行 雌 統 計 で

あ る、,「科 学 的 統 計 学 は 行 政 統 計 へ 多 大 な影 響 を与 え て きた し,逆 もそ うで

あ っ た」Zn。強 力 領 邦 か ら中小 領 邦 へ 公 的 調 査 機 関 の 設 立 が 拡 が り始 め た1850

年 代,分 断 され た 地 域枠 を こえ た統 計 と して は関 税 同 盟 統 計 で の.人口 と商 業統

計,鉱 山統 計 ・営 業 調 査 に 留 り,ド イツ全 土 に ま たが る セ ンサ ス様 式 の統 計 調

査 が まだ 実 施 され えな い段 階 に あ りな が ら,行 政 統 計 の もつ 意 義 を こ う見通 し

て い た。 状 態 描 写 の手 段 に 文 章 記 述 と数 量 表 示 双 方 の効 用 を認 め なが ら も,後

者 は表 示 の正 確 性 を確 保 し,主 観 的 判 断 や恣 意 的脚 色 を排 し,計 算.を可 能 に す

る こ とで,言 葉 に は ない 独 自の 意 義 と役 割 を もつ こと を理 解 してい た 。

以 上,モ ー ル の基 本 的 見 解 は ク三 一 スに よ って 国状 論 的残 滓 のせ い で 批 判 さ

れ た フ ァラ ッテ ィを高 く評 価 し,.返 す 刀 で クニ ー ス の新 た な方 向づ け を度 を こ

えた もの と批 判 し,そ れ を ケ トレー 理 論 そ の もの まで 遡 らせ る もの.にな って い

る。 こ こか ら,モ ー ル の統 計 観 は国 状 論 的 観 方 を 素地 に し,状 態 を社 会 に拡 張

し,こ れ に社 会状 態 描 写 と数 量 観 察 を織 り込 み,さ らに統 計 資 料 確 保 の ため の

国家 制 度 と物 的 条件 の整 備 拡 充 を不 可 欠 とす る もの に な っ て い る。

2.以 上 の 基 本 的観 点 に立 って,『 国 家科 学百 科 全 書In)中 の 「統 計 学 」 で は,

次 の よ うな簡 潔 な性 格 づ け が提 示 され て い る。

統 計 学 とは現 存 す る諸 状 態 を譏 りか つ 説 明 す る ひ とつ.の記 述 的学 問で あ る。

国家 生 活 に現 存 す る事 物 を 適 正か つ 完 全 に理 解 す る こ とに よ って の み,目 的 に

合 った働 きか けが 確 実 な もの にな ろ う。 統 計 学 こそ,こ の 現状 の 正確 な理 解 を

21)R.Mow,G既 肋 惚Bd,ヨ,S.670.

22)R..MQhl,E初 々'o舞4ゴε4θダ5燃働 廊5保磁 ψ6π,Tubi㎎enl.1855,5.732-4312.AuH.,Fエeiburg

u.Tubingen,1872,S、745-58.〔 以下,引 用に際 しては,E燭 鉾命潭4f8,と略記する〕。なお,こ

の第2版 を底本にした邦訳として,高 野岩三郎訳 「統計学エ統計学古典選集 第1巻.栗 田書店,

1941年.が ある。ここで,統 計学は国家史と並んで歴史的国家科学を構成するとされ,第112

節 ・統詩学の概念および範囲,第113節 ・資料,第114節 ・統計学の歴史と文献,こ の3節 から

成 っているが,.分量的には初版において12ページ,第2版 においても14ページとごくわずかであ

翫 なお,モ ール統計論の検討には,足 利末男1前 掲書,277ペ ージ以下,を 参照。
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任 務 とす る独 自 の学 問 とい え る。 確 か に,統 計 学 は18世 紀 中葉 以 降 に認 知 さ れ

た 国 家 科学 の 中で は最 も若 く,そ の 本 質 と 目的 を め ぐ って は種 々の 見 解 が と り

まい て い る 学 問で あ る。 だ が,モ ー ル に よ る と,事 は 簡 単 なの で あ り,統 計 学 ・

と は一般 的 に は現 在 を叙 述 し,か つ 過去 の状 態 の知 識 が 望 まれ る場 合 に は一

も っ と も信 頼 で きる 資 料確 保 に困 難 は あ るが,過 去 の描 写 を.含め て,「 国

家 な ら び に社 会 の状 態 の 学 問 」23;と規 定 され よ う。 国 家 生 活 の程 度 が 高 く,ま

た 政 府 が よ り活 動 的で よ り組 織 され て い るほ ど,国 家 の統 計 も内容 豊 か な もの

な り,具 体 的 な統 計 描 写 作 業 と統 計 理 論 構成 で もよ り高度 な ものが 達 成 され う

る。

統 計 が提 供 す る もの は あ くまで 単 な る事 実 に限定 さ れ る。.この事 実 の 根 拠 は

歴 史 学 や 他 の理 論 的 国家 科 学 か ら与 え られ る。.事実 的.な.もの に依 撫 す る ほ ど,

統 計 の 価 値 は高 ま る。統 計 学 は証 明の 材 料 を提 供 し,批 判 の資 料 を用 意 す る も

ので あ.り,そ れ 自体 で何 か を 証 明 した り,判 断 を下 した りす べ き も の で は な

い牝 た だ,二 つ の事 実 が あ り,そ の 原 因 結 果 関 係 が 既 に 明 らか に され て い る

場 合 に限 り,両 事 実 の直 接 的 関連 が 統 計 に よ って提 示 され る こ とは あ る。 統 計

.家 の集 めた 事 実 に も とつ い て行 わ れ うる科 学 的 説 明や 実践 的提 言 は あ るが,こ

れ を個 別 的事 実 の数 え挙 げ(Aufzahlung),つ ま り統 計 資 料 そ の もの と混 同 す

べ きで は ない 。 事 実 に関 す る資 料 蒐 集 と因果 関係 解 明 とを 峻別 し,統 計 学 の か

か わ る もの はあ くまで前 者 に 限定 され る こ とを強 調 す るの が モ ー ルで あ る。 そ

の根 拠 は,こ れ まで,あ る現 象 に作 用 す る多 様 な状 態 の 中 か ら特 定 事 実 を恣 意

23)R、Mohl,伽"々 妙 湿ゴ6,2.AuH.,S.745.前 掲訳書,12ペ ージ。

24)「 統計学の提供しなくてならないのは単なる事実である。事実の生成 と存在の根拠は歴史学に

求められるべきか.あ るいぼ理論的国家科学から与えられる。統計学が単なる事実に固執すると
とが純粋であればあるほど,そ れが誤 りに陥る危険は少ないし,そ の報告がより多様かつ確実な

利用 に役立つ ことになる。統計 学の提供す るものは証明の資料 と批 判のための資料で あ り,そ れ

自体 は何 も証明 しようとはせず,判 断を下 そうとも しない」(R.MDh1,E型 物 ρ羅'¢Z.Aun.,$

745.6.前 掲訳書,M-5ペ ージ).こ こから,モ ール統計学 を して,「 統計 学の対象一.時空的 に限

定 された国家生話の状 態,方 法一叙述 的,日 的一 特 に国家権力の統 治活動 の援助 。現象 の原因や

法則の認識は完全に排 除されるわけで はないが,そ れには全 く副次的な役 割 しか当てられ ない」

〔NReich雛bcr締D～`・&の 凄5`漉姻ゴ読εG8∫8儒凶 けお騨ゴ脚η5訪ψ,Stuttgart,189言,S.75.)と す る

特徴づ け.が出て くる。
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的 に,ま た誤 っ て選 び出 し,こ れ を原 因 ・.結果 と して 結 び つ け た り,事 実 の あ

る一群 だ け を.一面 的 に と り出 し,特 定 判 断 の根 拠 づ けや 要 求 の 正 当 化 に援 用 す

.る誤 った傾 向が み られ,こ が た め に統 計 学 に対 す る不 信 が 生 じて きた か らで あ

る。 あ くま で記 述 領 域 に制 約 され るのが 統 計 学 とい うこ とにな る。

統計 学 の 目的 は現 状 の正 確 な描 写 に あ った。 モ ー ル は これ を統 計 的 作 業(SC.

Arbeit)と よ び,そ れ が 有 用 性(TUchtigkeit)を 保 持 す る た め の 要件 と して

以 下 の6点 を列 挙 して い る25孕。

1.研 究 と記述 対 象 の 目 的 にみ 合 った選 択 。 対 象 の選 択 は これ を認 識 す る こ と

が 理 にか な った]的 に役 立 ち,蒐 集 され た資 料 に よ る作 業 結 果 に価 値 が 認 め

られ る形 で行 われ る必 要 が あ る。 公 的 官庁 を 当事 者 とす る資 料 蒐 集 に お い て

は,そ れ が単 な る遊 びや 無 用 な蒐 集 に終 る こ と もあ る。

2..調 査(Nachforschung)は 許 され た 限度 内 に留 め られ る べ きで あ る 。 市 民

は 国家 に対 して 申 告 義 務 を 負 うこ とが あ る(例 え ば,課 税 の 場 合 〉。 しか し

家 庭 内 や 営 業 上 の状 態 を本 人 の意 思 に反 して 申告 す る義 務 まで も課 せ られ て

い るわ けで は な い 。被 調 査 者 の感 情 や 経 済 状態 の秘 密 保 持 を侵 害 す る よ うな

質 問 は控 え るべ きで あ る。 これ を お して 無 理 な調 査 を行 って も,真 の 回答 は

得 られ ず,無 用 な 結果 に終 るだ けで あ る。

3.報 告 の完 全 性(Vollstandigkeit>の 確 保 。.これ が 有 用 性 の 決 め 手 とな るが,

それ に は調査 され るべ き地域 が 包 括 的 に捉 え られ て い る こ と,問 わ れ てい る

カ テ ゴ リ ー に属 す る事 情 が漏 れ な く くみ 挙 げ られ て い る こ とが 必 要 に な る。

さ ら に標 識 を充 実 させ,報 告 が細 部 に.及んで い る こ と.も重 要 で あ る。 要 す る

に,十 全 な配 慮 の も と に調 査 票 を作 成 し,漏 れ の ない調 査 を 実施 す る こ とで

あ る。

4.報 告 形 式 は関 係 が 明確 で かつ 全 体 展 望 が き くよ うに行 わ れ,る.べきで あ る。

記 述 の種 類 に は数 量,言 葉,グ ラ フに よ る ものが あ り,時 には複 数 の もの の

組合 わせ もあ る。 この うち 数量 に よ る もの のみ を最 良,簡 潔,鋭 敏 とす る見

25>R.Moh1,伽 酬配砂甜 セ,2.AA.,S.746-9.前 掲訳書,.16-22ページ.
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解 もあ るが,こ れ は謬 見 で あ り,言 葉 と数 量 は 同 じ状 態科 学 の相 互 に補 完 し

合 う表現 形式 とみ な くて は な らない 。

5.理 論 的 命題 の 正 当性 の立 証 や 実 際 的 要 求 の 基礎 づ け とい った特 定 目 的 のた

め に資 料 蒐 集 す る こ とは,い か な る場.合に も是 認 さ れ るべ きで あ る 。 た だ し,

この場 合,資 料 の 恣 意 的 な利 用 に よ る真 実 の 偽 造(恥lsch〔 皿g)に は注 意 し

な くて は な らな い 。

6.観 察 値 の数 が 多 い ほ ど,個 別 的変 動 が 相 殺 され 結 果 は よ り確 実 な もの に な

り,真 の平 均 数 が 得 られ る。 た だ,こ の平 均 数 も全 体 にお い て 真 とい え る の

で あ り,個 々の 事 例 には 当 て は ま らない こ とはい うまで もな い 。

以 ヒの よ うに,統 計 が 国 家 と社 会 の 正確 な現 状 報 告 と して 作 成 さ れ,利 用 さ

れ る に際 して の要 件 が 指 摘 され て い る。4を 除 き他 の5点 は 『全 書至 初版 に は

な く,第::.=版 に な ってつ け加 え られ た もので あ る。 これ は この 間 の 行 政 統 計 の

発 展 を受 けて の もの.であ る が,直 接 調 査 の 実 施 が 限 られ,調 査 方 法 に も統 一

性 ・整 合性 が 十分 で な く,利 用 に まつ わ る誤 りも少 な くなか った 当 時 の 現 状 を

省 み て,断 片 的 な が ら統 計 批 判 の意 味 が込 め ら れ て い た もの見 る こ とが で き る。

例 えば,3の 注 で,人n統 計 に おい て,.単 に住 民 数 とそ の性 別 のみ な らず,細

か な年 齢 区分,家 庭 状 況(縁 事),宗 教 関係,就 業 を表 示 して こ そ有 用 性 が 増

し,近 時 この 点 で の進 歩 が み られ る とす る。 これ は1860年 代 に入 って か らの ド

イ ツ各 国 で の 人 口 調査 の進 展 を念 頭 にお い て の こ とで あ る。 そ の一 方 で,2の

注 に おい て,ド イ ツの い くつ か の統 計 局 の営 業 調査 で は,公 的 に 明 らか にす べ

き事 項一 一 使 用 蒸 気機 関や 水 力 の数 と力,労 働 者 数 を こえ て,経 営 資 本 額

や 純 益,商 品 販 路 や 原料 仕 入地 な どめ項 目へ の質 問 が と り入 れ られ て い.るが,

これ を ゆ き過 ぎ と批 判 す る。 ま た,6と の関 連 で は,道 徳統 計 で は次 の よ うな

思 い違 い(Tauschung)が あ る とす る。 あ る国 民 の特 定 時期 に 同 数 の犯 罪 が1

しか も同種 犯 罪 が 同 じ よ うな割.合で 反復 出現 す る事 実 が 道 徳統 計 か ら示 され る。

この 同 形 性.(Gleichf6rmigke董t)か ら 自 由 意思 とは独 立 した 自然 法 則 の 作 用 を

想 定 し,犯 罪 者 の 責 任 や 国 家刑 罰 の 正 当性 を否 定 した り,.疑 問視 す る考 えが 出



20〔378)第161巻 第4号

て くる。 だ が,こ れ は誤 りで あ り,同 形性 は た だ事 象 を ひ き起 こす 原 因 の 数 と

強 さが 同 じ状 態 で持 続 して い る こ との証 しにす ぎず,個 人 的責 任 とは無 関 係 で

あ り,刑 罰 を 免 ず る証 拠 と は な りえ な い。 統 計 学 は こ の 同 形 性 を 世 界 原 則

(Weltprincip)に 高 め た り,そ の 悪 しき原 則 へ の屈 服 を 説 くべ きで は ない 。 ケ

トレー批 判 を含 ませ,ま た 意思 自由問 題 を絡 ませ,比 率 や 平 均 の安 定 性=統 計

的規 則 性 を その ま ま個 別事 例 に適 用 す る こ と を誤 りとす るので あ る。 この よ う

に,社 会 統 計 の進 展 を 眼 に お きなが ら も,統 計 作 成 の ゆ き過 ぎ,誤 用 ・拡 大 解

釈 に対 す る批 判 的 観 点 を提 示 して い る。

信 頼 の お け る資 料 獲 得,誤 用 や 悪 用 の弊 に対 す る.ヒ述 の コ メ ン ト.は50-70年

代 に か け て の ドイ ツ各 地 で の 政府 統 計 の拡 充 を背 景 に した もの で あ り,資 料 と

して の統 計 の 固有 価 値,行 政 と統計,統 計 と利 用 者 の 関係,国 家 制度 ・国民 生.

活 と統 計 の.発展(表 示 内 容 の 充 実,公 表 の進 展)の 対 応 関係,.等 につ い て の素

朴 な が ら基 本 的 な指 撞 で あ った 。

最 後 に,統 計 の 資 料 源 泉(Quellen)に 関 す るモ ー ル の 見解 に つ い て 述 べ て

お か ね ば な らな い2%正 確 な資 料 確 保 とそ の た め の行 政 調 査 機 構 の拡 充 が 不 可

欠 と し,こ れ が そ の ま ま統 計 理 論 そ れ 自体 の発 展 の支 え とな る とみ るの が モ ー

ルで あ る 。翻 査 が 多 くの困 難 をか か え,.資 料 の価 値 も不 揃 い な こ と は事 実 で あ

る。.しか し,統 計 学 に は他 の国 家 科 学 に は な い 困難 解 決 の途 が 開か れ て い る。.

そ れ に 多 くの 国で 統 計 材 料 の獲 得 と加 工 の た め の行 政 制 度 が 設 け られ,統 計 は

国 家 に と り他 の知 識 に較 べ よ り直接 的 か つ 高 度 な 関係 を もつ とされ て い.る。 ま

た,方 法 と資料 と り扱 い の一 致 のた め,.文 化 国家 の政 府 統 計 代 表 者 の会 合 も再

三 にわ た り開催 さ れ(国 際 統 計 会議 の こ と),統 計 学 の 展 開 に政 府 の力 が 支 え

とな って い る。 政 府行 政 資 料 と して 統 計 の 質 量 両 面 で の拡 充 が 計 られ うる。 こ

う した 公 的 統 計 は独 自 の官 庁 〒統 計 局(stBureau)に よ る直 接 統 計 に よ る か,

また 別 途 業 務 目的 の た め に作 成 され るか で あ るが,前 者 に よ る もの の多 くは公

.表 され て.いる。公 表 の程 度 は各 国 の政 治 的 文 化 的段 階 の違 い に応 じ,自 由主 義

26)R、Moh【,極 り ∫々ゆ勲 ε,2.Aun.,S.752-5.前 掲訳書,28-34ペ ージ。
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的で 立 憲 性 が 整 い,公 的 方 策 へ の市 民 参 加 が 盛 んで 世 論 の 影 響 力 の 強 い ほ ど,

自発 的か つ 完 全 な政 府 統 計 の公 表 がみ られ る。 さ ら に私 的 性 格 の もの で あ る が,

任 意 の協 会(Verein)に よ る共通 目的 と統一一的 手 段 に よ る統 計 作 成 の 貢献 も見

逃 す こ とはで きな い。

統 計 作 成 に は個 人 作 業 と官 庁 に よ る個 別対 象 に 関 す る 原 子 的統 計(atomi-

scheSt.〉,.一 国 全体 の体 系 的 表示,さ らに は様 々 な国 家 の 状 態 描 写 と比 較 に当

た る比 較 統 計(verg且eichendeSt.)と い った もの が あ り,後 に な る ほ ど資 料 源

泉 は乏 し く信 頼性 も低 ドす る。 ここか ら,個 別 資料 や報 告 の信 頼 性 を正 確 に判

断 す る う えで,専 門 知識 と鋭 敏 さが 必 要 に な り,.過 大 評 価 や 資 料 欠 落 の恣 意 的

な穴 埋 め を避 け,源 泉 の 出所 を 明記 す る こ とが 科 学 的誠 意 とな る。 この点 で,

官庁 の 統計 編 纂 官(arsrtGcheBearbeiter)に は よ り大 きな 完 全 さ と一.卜.全さ とが

要求 され,こ の こ と に よ りまた私 的研 究 者 に は公 平 無 私 と仮 借 な き真 理 発 見 が

よ り容 易 に な る。

み て きた よ うに,信 頼 し.うる資料 提 供 に対 す る モ ー ルの期 待 は大 きい 。統 計

作 成 と個 別研 究 者 の側 か らす るそ の利 用 の分 断 を受 け止 め,前 者 の拡 充 こそ後

者 の 真理 発 見 に と っ て不 可 欠 の 要 件 にな って い る こ とを看 取 してい る。

IIIモ ール 理 論 の 評 価 をめ ぐって

1.モ ールは人間共同生活め独自のあり方として社会をとり出し,経 験的事実

にそ くしてその構成部分を分類整理 し,そ の関連と秩序を解明する独立の社会

科学を提起 した。この中に,ヨ ーロッパの古典的自由主義の枠内に留 りながら.

国家理念と社会的現実の分裂を最初に理論的に受けとめ,そ の克服のための理

論的努力の現われをみることができる,と されている。旧来の自由主義的思考

の中では,一 方に個人の政治的法的同等性にもとづいた統合体としての法治国

家があり,他 方に私的利益の目的追求に当たる個人が対置され,そ のいずれに

も自由が保証され,そ の中間に成立する社会的利益の結合もまた法の保護 と自

由な交易にもとづいた円滑な市場経済で調整されるものとみなされてきた。.こ
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の中間領域に独自の生活圏や社会関係,さ らには対立や矛盾が隠されていると

い う考えは希薄であった。社会問題 も特別ρ深刻さを帯びて現われてはいな

.かった。しかし,産 業資本主義の展開に伴う私的利益の結合,さ まざまな社会

関係や勢力の形成,つ ま り社会化の波はそれら自由主義的な国家 ・法 ・経済観

.念では捉え切れない新たな問題を提起する。これら形成された力は市民社会の

政治体制と衝突し,.時には社会動乱をひき起こし,場 合によっては国家体制そ

のものを覆すエネルギーを秘めている。

人間共同生活を国家局面 と個人局面に分け,そ れぞれに公的平等 と私的自由

を擬制 し,全 体の調和を考える思考(自 由主義的二分法といわれる)の 限界を

意識 し,特 に労働 と所有にもとつ く社会圏の形成,そ こからひき出される資本

と労働の厳 しい緊張関係を視野に据え,共 通利益によって形成されたゲノッセ

ンシャフ トの態様,そ の国家 との,ま たそれぞれの相互関連を研究の主題に誇

き,そ の中からこれまで等閑視されてきた社会構造の分析 と社会問題解決の緊

急性を訴えることになった。市民社会という抽象的構成物ではなく,具 体的現

実の中に現われる種々の生活圏罵利益ゲノッセンシャ.フトの総体 として社会を

規定 し,こ れまでの二分法に替えて,.国 家,個 人,そ して社会 という三分法を

提示 した。このことはモールの立場が旧来の思想を根本的に批判するのではな

く,あ くまで自由主義を遵守 しながら,そ の枠の中で新たな事態に対処 しよう

.としたことの現われとみなされる。国家科学の否定の上に社会科学を構築する

のではなく,両 者の併立を主張するものとなる。この結果出てきたものが中間

領域にあって不明瞭なまま残さ.れ,位 置の定まらなかった社会の析出とその概

念化であ り,社 会科学 とその体系提示であワた。 ここか ら,モ ールの試みは

「自由主義的国家思考の伝統的規準から,新 たな社会科学を解き放とうとする.

提案」E7)と位置づけられている。 しか も,モ ールの社会概念 と社会科学は当時

の社会的現実を直視 しながら可能な限 り経験にそくして構成されている。先入

27)E.Pankoke,5㏄ 如1eBez巴 曙 魏g-So`ど``琵E噴 辞ゆ50`哲 西ε ん 」ぬ ゑGr㍑ ηめ 転㎎enderd.`5`hers

∫Offα'田 畑 朗 舘 ゐψ 舳1皇.1α ゐ'五㍑π4π,Stt,.",1970,S.且60.
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観 を排 し,社 会 的 現 実 を直 視 し,そ の構 成 と関 連,秩 序 の解 明 に努 め.そ こ に

内在 す る諸 矛 盾 の 所 在 を指摘 した 。 この点 か ら,モ ー ル理 論 を ドイ ツに お け る

社 会 学 思想 の 出発 点 に お く考 え も出 て くる働。 資 本 主 義 経 済 の発 展 とそれ に伴

う社 会構 造 の変 化,そ こか らの 階級 対 立 の激 化,大 衆 の貧 困 化 ・暴 民 化,諸 々

の社 会 問題 の続 出,等 々 を背 景 に した モ ー ル な りの危 機 意 識 の 反 映 で あ り,そ

れ に促 さ れ た新 た な平 面 の 開拓 で あ った 。 これ は政 治 的学 問 が 実 証 主 義 的個 別

科 学(国 法 学,経 済学,経 験 的 社 会研 究)へ 分 岐 して ゆ くプ ロ セ ス=実 証 主義

的 特 殊 化 と も合致 して い る。

この よ うな モ ー ル の社 会科 学 で はあ るが,こ の新 た な提 案 に対 して は当 時 さ

ほ どの 支 持 は な か った 。 そ れ ど こ ろか ユ859年 には トラ イチ ュケ に よ る公 然 た る

批 判 に さ らさ れ て し～る 。 そ.れに よ る と,モ ー ルの 社 会 と国 家 の分 離 な る もの は,

社 会 的 利 益 が 旧体 制 の馳 か ら解 き放 たれ る際 に現 わ れ る過 渡 的危 機 の反 映 にす

ぎず,両 者 の 分 断 を 一般 化 す る こ と はで き ない 。 両 者 は不 可分 の 関係 に あ り,

民 族 国家(Nationalstaat)に お い て,そ れ ぞれ が 有 機 的 に統 合 され ね ば な ら な

い。 国家 意 思 を欠 い た 民 族 的統 合 な どは:考え られ ない 。 つ ま り,国 家 の指 導 の

も とに,国 民 の多 様 な 努 力 を 通 じて どの よ うに 国民 締 一 を実 現 して ゆ くか,多

様 な社 会 化 を通 じて い か に 政 治 的統 合 へIL揚 す るか 。 独 立 の社 会 科 学 で は な く,

民族 統.合 とい う,あ くまで 政 治 的 目的 を 実現 す る た め の社 会 政 策 的 国 家 科学 の

構 成 が トライ チ ュケの 主題 とな る。 この 中 で,さ ま ざ ま な社 会 的 構 成 部 分一

特に安蘇.が 独自の団体というより,と みに政治的儲 をもつもので劾,
オルガン

民族国家の器官 として機能する。このような関係をみないモールの国家概念は

狭い と批判されねばならない。「国家 とは独 白の組織の中に参る社会である。

……国家は全国民生活を,そ のすべての特殊関係を法を通 じで秩序づけ,倫 理

化 し,そ の力で外部への自立性を護ることによって包括す る」ピ%民 族 として

28)H.M。u、,G。 曲,ht。d。 、S・ 。i・1・gi・,飽 ・伽 ・ん4げ 飾 翻 ・熊 ㎞ ・9.v。 ・W.Zi・ 自・nf….Bd.

1,1956,S.18H.

29)H.Ψ.Treitschke,Dゴ ごG85ε 〃∬ん幽 痂55ε η5ぐみ鴫E加 々r漉 ∬ 伽 アy備.πfゐ.PhilosDphjcundGeis.

teswis5巳 【u,ba丘,hrsg.vo皿E.Rot.hacker,13A.4,Halle,1927,S.'6呂.こ れ は う イ プ ッ ィ ヒ 大 学/
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は巨 大 な社 会が ドイ ツ内 に はあ る、 しか し,そ れ にふ さわ しい国 家 形 態 が これ

まで 欠 落 して い た。 この 歴 史 的 事 実 に拘 泥 して い る のが モ ー ルで あ る。 こ う ト

ラ イチ ュケ は批 判 す る。 従 い,ド イ ツ統 一 が 日程 に の ぼ り出 した60年 代 以 降 に

あ って は,モ ー ル の考 え は個 別 社 会 圏 の 分 立 主 義(Partikularismus)に よ る も

の と し,そ の ア ンチ テ ー ゼ と して の トラ.イチ ュケ の民 族 国家 論 が よ り多 くの 支

持 を受 け るよ うに な る。 こ う した 流 れ の 中 か ら,さ らに ドイ ツ経 済 の 社 会 史 的

関連 へ の 関心 が 惹 起 され,歴 史 学 派 の 国民 経 済 学が 形 成 され,ま た 社 会 分 析 と

倫 理 的評 価,政 策 的 実 践 の 結 合 を 計 る社 会 政 策 学会 が結 成 され て ゆ く。 これ ら

はいず れ もモ ー ル の分 離 した 社 会 経 済 と国 家 を 別 の平 面 で 統 合 しよ う とす る試

み とさ れ る3%

他 方 にお い て,.「R.v.モ}ル,お よ び彼 に前 後 す う 人 々 が これ まで の 国 家積

学 の 体 系 の 欠 陥 を み て と り,こ れ を 新 た な 学 問 の 確 立 に.よ っ て 補 充 し よ う と し

た こ と は 正 し い 」呂L〕と モ ー ル の 社 会 科 学 観 に 親 近 感 を 示 し な が ら も,国 家 を こ

え,そ れ を も と り込 ん だ 巨 大 な 人 間 共 同 社 会(menschlicheGemeinschaft)の

全 体 網 羅 的 記 述 を 構 想 し,そ の た め の 資 料 蒐 集 を デ モ グ ラ フ ィ ー,状 態 描 写=

記 述 体 系 を デ モ ロ ギ ー と して 構 成 し よ う と す る 考 え 毛 出 て く る 。 有 名 な エ ン ゲ

ル の デ モ ロ.ギ 一 体.系 で あ る 。 エ ン ゲ ル は 独 自 の 存 在 と し て 社 会 を 位 置 づ け な が

ら も,そ の 国 家 か ら の 完 全 分 離 で は な く,両 者 は 母 透 し合 う 二 つ の 異 な っ た 種

類 の 人 間 共 同 社 会 とみ る 。 そ の う え で,モ ー ル の 利 益 ゲ ノ ッ セ ン シ ャ.フ トを も

と り込 ん だ 形 で,血 族 に よ る 共 同 社 会,地 域 的 共 同 生 活 に も と つ く空 間 的 共 同

＼におい てWロ ッシャーの指導の もとに執筆された トライチ ュケの教授 資格取得論 文であ り,初

版 は工呂59年刊 であるコ この論争については,E.Ang㎝ma㎜,Ko加 κ 御π痂 臥 加 融η㈱4恥 々

幽 β∫漉 酌8rα伽5fα 媚g8勧 舵 η,NeUwied,1962,S.372E,を 参 照。 トラ イチ ュケの考 えは全 く

の誤解 にもとつ くとし,問 題は国家 と社 会を完全 に分離す ることにはな く,国 家 とは決 して同等

視 され ない社会の本質,な らびに この本 質から出て くる法的,倫 理的,政 策的性格 の帰結全体 を

根拠づ け説明す るこ とにあ るとす る,モ ール自身の反論は,R.Mohl,Eπ ρy々`ゆ4ガ2,2.A而.,S.

51」2,にあ る。

30)E.Pankoke,``.郎.α.S.165-6、

31)E.Engel,DasstatistischeSeminaranddasStadiumderStatistikuberhaupt,Z2漉 酌㎡ ～漉∫

舶"忽"ぬ ρ燃55f5`加η5観 お薦雇ηB配螺 鄙,Jg.11,1871,S.196.森 戸辰 男訳 『労働の価格 ・人間

の価値』統計学古典選集 第11巻,栗 田書店,1942年,439ペ ージ。
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社 会,宗 教 に よ る信 仰 共 同社 会,そ して利 益 に も とつ く共 同社 会=社 会 そ の も

の,こ の4つ が あ る とす る。 基 盤 と して あ る空 間 的 共 同社 会 が 個 人 を 中心 にお

い て 同 心 円的 に拡 張 し,家 族 ・さ ま ざ ま な 地 域 共 同体(市 町 村,郡,州)・ 国

家 ・国 家 連 合 を構 成 して ゆ く。 これ に種 々 の 方 向性 を も った共 同社 会 が 楕 円状

に 切 込 み 先 の 同心 円 と重 な る 中か ら,多 様 な事 実 ・過程,状 態 ・関係 が 成 立 す

る。 そ れ らを分 類整 理 し体 系 的 に記 述 し,最 終 的 に は 「多様 に もつ れ た 諸 現 象

を 秩 序 づ け,こ の諸 現 象 を複 合 的 結 果 と して ひ き出 す個 々 の力 を分 解 し,そ の

そ れ ぞ れ の位 置 と度 合 い を指 示 す る」鋤 こ と,こ れ をめ ざす 人 間共 同社 会 の 物

理 学,も し くは 自然 学 を デ モ ロ ギ ー とす る。

エ ンゲ ル に と り,国 家 科 学 と社 会 科 学 の.対立 で は な く,さ ま ざ ま な生 活 圏 と

そ の 法 関 係 が 相 互 に か か や る も の「 切 を ひ とつ の 科 学 に ま とめ る考 えが よ り正

当 とされ る。 い さ さ か誇 大 す ぎ る面 を もち なが ら も,フ.ン ボ ル ト的精 神 に の っ

とった この 考 え は,シ ヌ タ.イン,リ ー ル,そ して モ ー ル の社 会理 論 が 先 行 し,

統 計 学 を束 縛 して きた狭 い 国家 の枠 を打 破 し,視 野 を.入間社 会全 般 に拡 め た と

ころ に始 め て 生 まれ うる 構想 で あ っ た。

モ ー ル理 論 は 国 家 本 来 の権 限 と目 的,そ れ と社 会 経 済 との 関係,社 会独 自の

.目的,形 態 や 構 成,等 々.に対 す る理 論 的 関心 を喚 起 し,社 会 科 学 的認 識 の呼 び

水 に は な った が,ア0年 代 以 降..ド イ ツ の社 会科 学 的 思 潮 が社 会 政 策学 派 的方 向

へ 傾 い てゆ く中 で そ の 意 義 は 過小 に評 価 され,正 当 な歴 史 的位 置 づ け が妨 げ ら

れ て きた。 しか し,そ の 社 会 の発 見.と社 会 科 学 の提 示 こそ は,ド イ ツ近代 国家

の未 完 成 さ とそ の 反 映 と して あ る 国 家科 学 の枠 組 み の狭 隘 さ,そ の 中 で社 会 を

分 析 す る限 界 を始 め て 理 論 的 に提 示 した もの と い え よ う。

2.モ ー ル の社.会科 学 論 の提 示 さ れ る 一年 前,既 述 の ク 二一 スの提 言 が あ った 。

これ が 契 機 とな り ドイ ツへ の 政 治 算術 派=ケ トレー理 論 の導 入 が 盛 ん にな る。

しか し,モ ー ル は この 「数 量 科 学 と して の統 計 学 」 の思 潮 に は反 対 す る。 あ く

まで,文 章 記 述 と数 量 表 示 の 双 方 を 手段 と した 国家 と社 会 の 現 状 描 写 を こ と と

32)E.Engel,疏 疏α,S.208-9.前 掲訳書,505ペ ージ。
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する状態科学一粒計学という考えを捨てなかった。そこでは安易な因果的推論

と統計的規則性の無批判的な一般化 ・普遍化が戒められていた。す ぐ後のいわ

ゆる意思自由論争に直接関与する.ことはなかったが:こ のモールの考えはそれ

を先取 りした形でのケ トレー批判となっている。原子論的思考に対する有機体

説,数 量科学に対する状態科学,社 会物理学に対する社会統計学がその考えの

基礎におかれていた。

モールの社会統計学は,し かし,そ の名に相当する内容を盛込むところまで

は進みえなかった。社会科学の体.系内に社会統計学を位置づけながら,そ の統

計学はいまだ国状論的制約を脱し切れず,一 方で現状記述の枠を国家か ら社会

にまで拡め,他 方で情報源泉.として統計資料の もつ最重要性を認めながら,文

章記述の効用をそれ と同一視するという.中途半端な形に終っている3%い うと

ころの社会=利 益ゲノヅセンシャフ トの総体がどのような種類の集団から構成

され,統 計的観察網に捕捉され,そ の質的構成と量的分布が統計標識な り指標

体系.にくみ挙げられるのか。その結果,社 会構成体の全体がその量的独自性を

もっていかに表示されるのか。この点への踏込みがみられない。従い,モ ール

の社会統計学には,他 の分野にはない統計的認識に独自め対象と方法をめぐる

方法論的観点への関心は薄 く,社 会的集団現象や集団観察という概念も出てき

ていない。モールのいう利益の結晶化の産物たる社会的形成物の全体には,こ

れまでにない規模 をもった多種多様な事物や動態的な過程が充満していよう。

そのひとつひとつを同種性を拠 りどころに特定集団として識別し,そ れぞれに

経験的悉皆観察を施し,こ こに統計が成立するとこの親方を得るところまで進

みえながつた。これは,60年 代以降の リューメリンやワグナー,ま たジグワル

ト,さ らにレキシスらによる統計的認識の独自性をめぐる議論まで待たねばな

らなかった。

33)こ のモール理論の不徹底さをみて,そ れが理論史的 に何 ら評価に値 しない と酷評するのが,高

野岩 三郎氏 のモー ル批判で ある。前掲訳書,6ペ ージ,を 参照.こ れが モー ルのおかれた 歴史的

制約 をタ ない ・面的評価である ことは既 に,足 利末男,前 掲書,286ペ ージ,で 指摘 されている。
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では，モール理論は社会統計学という標語を残しただけに終り，歴史の片隅

に埋もれてしまうものかといえば，決してそのようなことはなし、。上述の通り，

その考えはエンゲルのデモロギー論にひき継がれも1..-，また後に「土地と人

民jに関する実情の知悉を統計学と規定するワッボイスからは， r統計学の彼

の見解において，本質的な点でわれわれと完全に一致するJ刊とされる。さら

に，この流れは今世紀10年代以降の社会学におけるテンニースの主張する「社

会誌学J(Soziugraphie) に連なるものともいえる制。ドイツでは現状記述とい

う認識様式を社会的共同体平地域社会におし拡め，質と量の両国から社会生活

の現状を主主皆把握する知識体系の意義と効用が認められ，これが経験的社会研

究の形を採って継本されてゆく。

実は，モールその人も後の社会誌学と 脈通じるかのような見分を表してい

る。それは1日55年の時点で，最新の「統計的作業J(st W町 ke) に属するもと

して，狭義の統計的研究といえるものをさしおき，統言|表示よりは文章説明に

重きをおいた実態調査や研究報告を多く列挙していることである。具体的には，

それらは民族学者・丈化史家リールの『市民社会J(1851年)， r士地と人民』

(54年)，フランスのヴイレルメの報告「労働者の肉体的精神的状態J(39年)， 

デユパンの『児重労働j (40年)， 1846-50年にブリュァセルで発刊された[労

働者階級の実態と児童労働に関するアンケートJ，イギリスの工場監督官ホー

ナーの i仁場での児童労働l(4C年)， 1843年ロンドン発行の「農業における婦

人・児童雇用に関するレポートJ，ベルギーのデュクベテイヨによる「若年労

働者の肉体的精神的状管J(15年)である。また，エンゲルスによる Iイギリ

スにおける労働者階級の状態j (45年)を挙げ，それには「独自の観点からイ

34) J. E. Wappaus， Einkitung in dus Stu.du抑止rδ'tatisuk， Leipzig， 1881， S. 191::i 

35) それぞれの国守地域の住民生活の杭態と特徴を，法 道徳ー習慣 等との闘述。もとで実証的
に調べ挙げる経験的探求を「社会誌学|とし これは「土地と人民」白書皆把揖をめざしたかっ
Eのワソボイスの「旧いが，真の統計学」の精神I またエ/ゲルの戸モロギーへ0)複帰と「るの
が社会学者。テ〆ニースであるの F.Tomu"，s， W egt' ¥lod Zi~t dぽ Souologie，Schrij't，出品 deu"

ch阿 Gese以schu.j官 f片r Souo!ogIf'， J Seric， Bd.， 1， V白 hdodlungen dcr erstcn dcutschen 

50括的logell凶 gcs，1911， S. 34ff.， Statis曲目lsWi問 nschaft，lVelt山市chajiliche.lArchzv， Bd. I.'i， 
1919， S. :W， Statistik und Soziographieぅ.41知muine~' SUl師 tiw'he5A1吋叫 Bd.18， 1929， S. 551 
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ギリスの労働者の一部,こ とに繊維工場での恐るべき窮乏と堕落とを.描き出し

ている;し かも旗幟を鮮明に出 したためか,暗 い面だけが現われ出てきている

といえよう:沈 思 と恐怖をひき出すのに実によく適 した描写に終っている」と

の冷やかな論評を加えている。しか し,こ れらを総 じて,「一..一般に社会 とその

状態が理論的にも実践的にも注目されていなく,以 前に専一的であった国家と

その統計学についての観点が固執されたままであった時に,こ れら研究や報告

のどれほど.のものがよ.くなし遂げられたことであろうか?」35,とその意義を評

価 している。さらに貧窮問題(Pauperismus)に ついての別の研究をも含め,.

一般的な数量主導型の統計報告書よ りも,こ うした質的構造分析,価 値判断や

体制批判をも盛 り込んだ研究書に,社 会状態の分析結果として大きな意義を認

めるりである。他はお くとしても,当 時の ドイツ社会を形づ くっていた身分構

成についての社会学的民族学的考察といえるリールの,ま た特定の歴史観や社

会理論に主導された社会経済分析 という性格をもつ土ンゲルスの研究書一 そ

こでは政府公刊資料や種々の実態調査報告が研究材料として重要な役割を演 じ

てはいるが一 を統計研究の範疇に含めることには異論もあろう。しかしなが

ら,モ ールの考えでは社会現状の正確で包括的な描写が統計研究なのであり,

それが資料源として行政統計や公的調査報告を利用したものか私的アンケー ト

調査や事例調査に依拠.したものかは,ま た数量表示や数値分析に重 きをおくか

文章による記述説明に拠 ったものかは副次的問題にすぎず,い ずれもが静止せ

る歴史の横断面=社 会的状態についての社会誌学であり,国 家制度の背後に隠

されてきた社会圏に固有の問題を始めて理論的 ・実証的に説明した状態科学と

なるのである。旧来の国家科学的視点からは出てきょうがなく,ま た認知 もさ

れない社会的生活圏の底部に切 り込んだこのような研究や分析 に着目し,そ れ

を統計的作業の成果とみなすところに統計学一状態科学としたモールの特徴的

見解が現われていると.考えられる。

意思自由論争をへて1870年 以降に展開する ドイツ社会統計学そのものとの関

36)R.MQhl,G郡 読rlc厩Bd、1,S、107.
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連でみると,モ ール理論は国状記述か ら社会統計の過渡期にあって時代の制約

を多分に背負った統計理論であった。モールの もとで,統 計学は一時期その理

想 と目された社会物理学にはなじまないとされた。自由主義思想にあ りなが ら

原子論的個人主義にはくみせず,有 機体説が基礎におかれ,社 会有機体が国家

とは別の態様をもち,社 会統計が別範疇 としてなり立つ ところまでは進んだ。

しかし,統 計学から国状論的思考が払拭されておらず,現 状知悉のための知識

体系としてのその有効性にまだ期待がもたれ,国 状記述様式を社会という別個

の対象へ類推することで社会統計学が成立すると考えられていた。従い,国 家

科学からの社会統計学の完全脱皮がまだ終了していなく,社.会有機体の質的特

徴づけから進んで,そ のどの側面がいかなる単位構成,標 識,指 標で もって集

団化 ・数量化されるのか,つ まり統計的認識に固有の問題は考察されないまま

に終った。これは,行 政統計体制の展開が不十分であり,全 ドイツ規模の調査

機関とそれによるセンサス様式を軸にした社会経済靴計がもつ確かな意味 と役

割を確認できなく(こ の.ことから逆に,個 別研究報告,実 態的事例調査,ア ン

ケー ト調査などが もつ事実把握能力に大 きな期待が寄せられることになる),

また根本的な検討をひき出す統計的研究のつみ重ねが行政とアカデミー双方の

側でまだ不十分であった段階に制約されていたためである。そこには,統 計的

認識の対象 と方法とい う本質的次元での検討を.開始させる素材的条件がまだ

整ってはいなかった。とはいえ,モ ール社会概念と社会科学は人口の階級 ・階

層構成への関心をよび起こし,こ れが後に政府統計そのものをして職業 ・営業

関係の数量把握へ眼を向けさせ,人 口の社会構成表作成への途を用意すること

になる。モール理論の中に社会経済統計の実質的展開のための概念的準備をみ

ることは不可能ではない。

このように考えると,モ ールの状態科学 としての統計学というのは,状 態と

いう国状論的名残を帯びた言葉を用いなが らもそこに社.会現状を含ませ,一 方

で社会の内実である利益ゲノッセンシャフ トの状態の正確かつ網羅的把握をめ

ざす社.会誌学的研究への途を開き,他 方でまた,行 政統計の拡充に比例して急
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速 に 重 み を増 して ゆ く社 会 構 成 体 の 数 量 的認 識=社 会 統 計 学 構 成 の た め の橋 頭

堡 の 役 割 を果 た した もの とい え よ う。




